
連絡先／豊橋市役所「文化のまち」づくり課 0532-51-2873

みなさんのピアノです。次の点についてご配慮いただき、大切にご利用ください。

♩ 演奏時間は、順番を待たれている方がいる場合は１人１０分程度としてください。
♩ 駅案内放送時は、演奏音量にご配慮ください。
♩ ピアノ以外の楽器演奏や歌唱を行う場合は、事前に「文化のまち」づくり課まで
ご連絡ください。

♩ マイク、アンプ等の拡声器のご利用はお控えください。
♩ 通行の妨げ等駅利用者に迷惑がかからないようご配慮ください。
♩ 写真や動画を撮影する場合は、周りの人が映り込まないようにご配慮ください。
♩ 営利、営業目的の活動等（投げ銭、チケット販売、チラシや物品の配布、ピアノ天板
への告知物の設置等）はお控えください。

♩ ピアノ付近での飲食はお控えください。また、濡れた物や重量のある物等をピアノの
上に置かないでください。

♩ 鑑賞者の状況によっては演奏の中止をお願いすることがあります。

♩ 定期的なメンテナンスのため調律等を実施
する場合は、事前に「文化のまち」づくり課
HPにてご案内いたします。
（参考：右記「文化のまち」づくり課二次元コード）

豊橋駅


